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１ 第二次桶川市地域福祉計画について 
   

  
地域福祉とは‥    
地域福祉とは、地域で誰もがその人らしく、安心していきいきとした生活を送れるよう、

地域住民や地域、行政等がお互いに協力して｢暮らしやすい地域づくり｣を進めるものです。 
 
 

（地域福祉のイメージ図） 
 

 

                           自助‥自分でできる範囲での活動 
                            

     互助‥隣近所の助け合いや自治会・ 

町内会、ボランティア活動等 

による住民同士の支え合い 
                            

共助‥医療保険などの制度化された 

   相互扶助 
                            

                           公助‥行政が行う公的支援 

 

 

計画の位置づけ 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107条が定める市町村地域福祉計画として位置づけられて

います。また、本計画は、桶川市総合計画を上位計画とした計画であり、本市における地域福祉推進の

基本的指針となるものです。 
 

計画の期間 

地域福祉計画は、桶川市総合計画及び福祉分野の個別計画との整合性を図り、令和 7

年度（2025年度）から令和 16年度（2034年度）までの 10年計画となっています。 

中間の令和 11年度（2029年度）で、社会情勢の変化・他計画の計画策定状況及び進行状

況等も踏まえて計画の見直しを行う予定です。 
 

計画の進行管理 

地域福祉計画は、計画の進行状況や新たな課題等について協議する「桶川市地域福祉計

画推進委員会」を設置し、社会情勢の変化に対応できるように計画の調整を行い、進行

管理を図ります。また、基本施策【１】市民との協働による地域づくりに基づき、「市

民ワークショップ」を開催し、次期計画に向けた課題の整理や進捗についての状況等も

踏まえ、計画の中間見直しを行います。 
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Ⅰ 

市民･地域･行政等が

協働で取り組むまち 

【4】 

必要な支援を安心して  

利用できる地域づくり 

(7)安心・安全の地域づくり 

⑮防災・防犯対策の充実 

⑯緊急時の支援体制の充実 

⑰権利を擁護する取組の実施 

⑱成年後見制度の推進 

(8)誰もがいきいきと快適に暮らせるまち

の整備 

⑲誰にでもやさしいまちの推進 

⑳外出や移動支援の取組 

㉑健康でいきいきと暮らす取組 

㉒再犯防止の推進 

２ 計画の体系 

 
 

 

【基本目標】      【基本施策】           【取組事項】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 

市民・地域の意欲と 

力を活かすまち 

Ⅲ 

 相互理解と支え合い

を育てるまち 

Ⅳ  

誰もが安心して 

いきいきと暮らす 

ことのできるまち 

【1】 

市民との協働による 

地域づくり 

【2】 

市民の主体的な参画によ

る地域づくり 

【3】 

地域でのつながりをもち

支え合う地域づくり 

【5】 

安心・安全でいきいきと暮

らせる地域づくり 

(1)協働を推進する地域づくり 

①地域における協働の推進体制の整備 

(2)活動支援や交流・連携の推進 

②市民や団体との地域づくり 

③地域における活動の場や交流機会の提供 

④市民参加型の地域づくり 

(3)地域活動（団体）への支援 

⑤ボランティア団体･ＮＰＯ等活動支援 

⑥町内会や自治会、地区社会福祉協議会の

活躍促進 

(4)地域福祉を担う人材の育成 

⑦福祉教育と啓発の推進 

⑧地域福祉活動への参加促進 

⑨地域で活躍する人材の育成 

(5)支え合う地域づくり 

⑩孤立防止のための見守りや声かけの推進 

⑪生活困窮者への支援 

(6)必要な支援につなげる地域づくり 

⑫情報提供の充実 

⑬包括的な相談支援体制の充実 

⑭福祉サービスの向上 

★‥重点取組 

【基本理念】 共に支え合い、いきいきと暮らせる桶川 
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３ 計画の基本理念・基本目標・基本施策 
 

 

基本理念‥ 
 

地域社会のふれあいの中で、共に支え合い、いきいきとした生活を送ることができる地

域を目指します。 

  

 

 

 

 

 

基本目標‥ 
  
基本理念を踏まえ、具体的な目指すまちの姿を次のように設定します。 

 

Ⅰ  市民・地域・行政等が協働で取り組むまち 
 

様々な地域課題に対して、市民・地域・行政等がそれぞれの立場で協働して取り組むまち 
 

Ⅱ  市民・地域の意欲と力を活かすまち 
 

市民活動や地域のつながりづくりに「積極的に取り組みたい」という市民や、地域のもつ

高い意欲と力を活かすまち 
 

Ⅲ     相互理解と支え合いを育てるまち 
 

市民が、お互いを理解しあい、災害や急病などのいざという時や、社会的孤立（孤独

死、子育てや介護による孤立・虐待等）に対して、地域で支えあえるまち 

 

Ⅳ   誰もが安心していきいきと暮らすことのできるまち 
 

高齢者・障害者・子育て世代など、どのような立場やライフステージであっても安心して生活 

を送れるまち 

 

 

共に支え合い、いきいきと暮らせる桶川 
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基本施策‥ 
 

基本理念・目指す姿を踏まえ、基本施策を次のように設定します。 

【１】 市民との協働による地域づくり 

 

市民・地域（地縁団体、市民団体、企業、事業者など）・行政等が互いに立場及び特性を

活かし、地域福祉の推進という共通の目的のために協働して地域づくりを進めます。 

 

【２】 市民の主体的な参画による地域づくり 

 

市民や地域の意欲と力を活かすまちを目指し、活動支援や連携の推進、地域福祉を担う

人材の育成を行うことにより、市民の主体的な参画と協働による地域づくりを進めます。 

 

【３】  地域でのつながりをもち支え合う地域づくり 

 

相互理解と支えあいを育てるまちを目指し、人々がつながるために必要な仕組みを構築

することにより、お互いに支えあう地域づくりを進めます。 

 

【４】 必要な支援を安心して利用できる地域づくり 

 

地域で生活や人権が守られる活動を推進し、必要な支援を安心して利用できる地域づく

りを進めます。 

 

【５】 安心・安全でいきいきと暮らせる地域づくり 
 

誰もが安心・安全で、いきいきと快適に暮らせる地域づくりを進めます。 
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４ 重点取組 
 

 基本目標Ⅰ 市民・地域・行政等が協働で取り組むまち 

 

取組事項④ 市民参加型の地域づくり 
 

目標（目指す姿） 

● 様々な年代や立場の人が地域福祉の発展のために自由に意見を出し合える場がある。 

● 課題や情報を皆で共有し、互いの立場や多様な意見を尊重しながら交流する機会がある。 

 

取り組むこと 
 

行政等 
・市民ワークショップを企画します。 

・市民ワークショップの場の創出をします。 

市民 ・市民ワークショップに参加してみましょう。 
 

地域 
・地域の中でも地域福祉についての意見や問題点を話す機会を作りましょ 

う。 
 

 

 基本目標Ⅱ 市民・地域の意欲と力を活かすまち 

 

取組事項⑧ 地域福祉活動への参加促進 
 

目標（目指す姿） 

● 市民一人ひとりが地域福祉に関心を持ち、地域の活動や、多様なボランティア活動等に 

気軽に参加できる機会がある。 

 

取り組むこと 
 

行政等 
・福祉活動に関心を持てるようなボランティア体験を促進します。 

・福祉活動の周知及び参加促進のための取組をします。 
 

市民 
・福祉活動やボランティア活動に関心を持ち、地域で行われている身近な活

動に積極的に参加してみましょう。 
 

地域 
・地域で気軽に参加できる活動を行ってみましょう。 

・市民へ活動内容を積極的に発信していきましょう。 
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 基本目標Ⅲ 相互理解と支え合いを育てるまち 

 

取組事項⑪ 生活困窮者への支援 
 

目標（目指す姿） 

● 経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方に対し、

意思を尊重しながら生活を立て直し、自立した生活を送ることができるよう、横断的な

支援が行われている。 

 

取り組むこと 

行政等 ・生活の相談事業や就労支援を充実させます。 

・生活に困窮している家庭、子どもに対する学習支援を行います。 

・福祉資金の貸出しを行います。 
 

市民 
・地域の中で問題を抱えている人がいないか気にかけ、必要に応じて行政等 

の相談機関につなげましょう。 
 

地域 
・地域の中で、様々な課題を抱えている人がいる現状を把握し、地域全体で

見守り、声掛けや必要に応じて相談機関へつなげましょう。 
 

 

 基本目標Ⅳ 誰もが安心していきいきと暮らすことのできるまち 

 

取組事項⑬ 包括的な相談支援体制の充実 

 

目標（目指す姿） 

● 相談者の属性や世代、相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、寄り添い、関係 

機関と連携しながら支援が行われている。 

 

取り組むこと 

 
 

行政等 

・重層的支援体制整備事業により、相談者の属性や世代、相談内容に関わら

ず、包括的に相談を受け止め支援します。 

・重層的支援会議を開催し、関係機関の役割分担、支援の方向性を整理し、

関係機関と連携しながら支援を行います。 

市民 ・何か困り事があったときは、一人で抱え込まずに相談しましょう。 
 

地域 
・地域の中で困っている人がいたら相談を促したり、相談窓口へつなぐなど

孤立しない地域づくりに取り組みましょう。 
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